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〔中小企業者と農林漁業者とが連携した新事業の支援を受けたい〕 
 

農商工等連携の支援 
 
 

 

 

 

 

 

 

対象となる方  

① 農商工等連携により新たな事業活動を展開しようとする中小企業者であって、農商工等連携促

進法に基づき「農商工等連携事業計画」を作成し、国の認定を受けた者 
 
② 中小企業者と農林漁業者との交流機会の提供、中小企業者等に対する農商工等連携に関す

る指導等を行う、一定の要件を満たす一般社団・財団法人又はＮＰＯ法人であって、農商工等

連携促進法に基づき「農商工等連携支援事業計画」を作成し、国の認定を受けた者 
 
支援内容  
 

① 農商工等連携促進法に基づいて、中小企業者と農林漁業者が連携して新商品・新サービス

の開発等を行う「農商工等連携事業計画」を共同で作成し、認定を受けると、補助金、融資等の

各種支援施策をご利用になれます。 
なお、個別の支援策ごとに支援機関の審査や確認が必要となります。 

（１）ふるさと名物応援事業補助金（低未利用資源活用等農商工等連携支援事業）：500万円（補助率

2/3以内） 
試 作 品 開 発 、展 示 会 出 展 等 に係 る費 用 の一 部 を補 助 します。  

（２）マーケティング等の専門家による支援（新事業創出支援事業）（101頁参照） 
事 業 計 画 作 成 から試 作 品 開 発 、販 路 開 拓 まで専 門 家 による一 貫 した支 援 が受 けられます。  

（３）政府系金融機関による融資制度等（海外展開に伴う資金調達支援を含む）（99頁参照） 
設 備 資 金 及 び長 期 運 転 資 金 について融 資 される制 度 があります。  

（４）信用保証の特例（263頁参照。海外展開に伴う資金調達支援は99頁参照） 
保 証 限 度 額 の拡 大 等 の特 例 が適 用 されます。  

（５）食品流通構造改善促進機構による債務保証等 
食 品 関 係 の事 業 を行 う場 合 は、必 要 な資 金 の借 入 に対 し債 務 保 証 等 を受 けられます。  

（６）農業改良資金融通法、林業・木材産業改善資金助成法、沿岸漁業改善資金助成法の特例 
認 定 を受 けた中 小 企 業 者 が、農 林 漁 業 者 が行 う農 業 改 良 措 置 等 を支 援 する場 合 に、農 業 改

良 資 金 等 の融 資 制 度 の対 象 とし、計 画 の認 定 を受 けた中 小 企 業 者 又 は農 林 漁 業 者 が当 該 計

画 に基 づいて行 う事 業 に必 要 な農 業 改 良 資 金 等 の償 還 期 間 及 び据 置 期 間 を延 長 します（償 還

期 間 ：10 年 →12 年 、据 置 期 間 ：3 年 →5 年 ）。  

 

 

 

中小企業者と農林漁業者とが連携して行う事業活動を支援するために、法的措置や予算措

置、金融措置などにより総合的な支援を展開します。 
中小企業者と農林漁業者とが連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う新商品、新サ

ービスの開発等を行う際、「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法

律（農商工等連携促進法）」に基づく支援の他、様々な支援を受けることができます。 
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② 農商工等連携促進法に基づいて、一般社団・財団法人やＮＰＯ法人が、中小企業者と農

林漁業者との連携を支援する「農商工等連携支援事業計画」を作成し、認定を受けると、補

助金、保証の支援施策をご利用になれます。 

（１） ふるさと名物応援事業補助金（低未利用資源活用等農商工等連携支援事業） 
：500万円（補助率2/3以内） 

中小企業者と農林漁業者との有機的な連携を支援する事業に係る費用の一部を補助します。  

（２）信用保証の特例 
認定を受けた一般社団・財団法人やNPO法人は、信用保証協会の保証対象となります。  

 
 

ご利用方法 
○「農商工等連携事業計画」及び「農商工等連携支援事業計画」を作成し、経済産業局等の担

当部局に申請して下さい。 
※「農商工等連携事業計画」を作成する際には、全国10カ所に設置されている中小企業基盤整

備機構地域の本部・事務所において、支援を受けることができます（新事業創出支援事業）。（1
01頁参照） 

 
■農商工連携を活用した新たな事業創出及び販路開拓等の取組に対するその他支援  

○農商工連携型地域中小企業応援ファンド（103頁参照） 
 

※農商工連携により新事業活動を行うに際に役立つ様々な情報チャンネル 

農商工連携パーク  http://j-net21.smrj.go.jp/expand/noshoko/index.html 
 
 

お問い合わせ先 
  ・各経済産業局中小企業課等      （巻末お問い合わせ先一覧参照） 
・中小企業庁 創業・新事業促進課       電話:03-3501-1767(直通) 
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